
就 業 規 則
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第 1章 総則
(目的)

第 1条 この就業規則 (以下「規則」という。)は、労働基準法 (以下「労基法」という。)
第89条に基づき、特定非営利活動法人ジャパンハート (以下「法人」という。)の職員
の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。

2 この規則及びこれに付属する別規程等に定めのない事項については、労基法その他の
法令の定めるところによる。

(職員の定義)

第 2条 この規則において職員とは、第 2章で定める手続きにより採用され、法人の業務
に従事する次の者をいう。

正職員 ・・・期間を定めず本採用された者 (試用期間中の者を含む)。
契約職員  ・・・所定労働時間が職員に準ずるもので期間を定めて雇用する者 (試用期
間中の者を含む)。

海外現地契約職員  ・・・海外事業地の現地法人において雇用する者 (試用期間中の者
を含む)。

パー トタイマー  ・・・所定労働時間が正職員並びに、契約職員より短く、期間を定め
て雇用する者。

(適用範囲)

第 3条 この規則は、法人の職員に適用する。
2 次の各号に該当する者は、別に定める規則または個別に締結する雇用契約により就業
条件を決定するものとする。

① 海外現地契約職員
② パートタイマー
3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

(規則の遵守)

第 4条 法人は、この規則に定める労働条件により職員に就業させる義務を負う。また、
職員はこの規則を連守しなければならない。

第 2章 採用、異動等
鰈 用手

"第 5条 法人は、就職を希望する者の中から必要な試験及び面接を行いこれに合格した者
を採用する。

(採用時の提出書類)

第 6条 職員として採用された者は、採用された日から2週間以内に次の書類を提出しな



ければならない。

(1)履歴書

(2)年金手帳及び雇用保険被保険者証

(3)所得税源泉徴収票 (前職のある者に限る)

(4)写真付き本人確認書類 (個人番号カードの写し、又は通知カード及び運転免許

証の写し・パスポートの写し等)

(5)その他法人が指定するもの

2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なけ
ればならない。

(試用期間)

第 7条 職員として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間と
する。ただし、法人が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。

2 試用期間中に職員として不適格と認めた者は、試用期間の途中又は試用期間終了時に
その採用を取り消すことがある。

3 職員としての適格性を判断するため必要と認めたときは、3か月の範囲内で試用期間を

延長することがある。

4 試用期間は、勤続年数に通算する。

(労働条件の明示)

第 8条 法人は、職員を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時
間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件

を明示するものとする。

(異動)

第 9条 法人は、業務上必要がある場合に、職員に対して就業する場所及び従事する業務
の変更を、雇用契約書に定める変更の範囲において命ずることがある。この場合、職員

は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

(休職、1復職 )

第 10条 職員が次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職 とする。
(1)業務外の傷病による欠勤が 1か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤

務できないとき                          3ヶ 月

(2)前号のほか、特別な事情があり体職させることが適当と認められるとき

必要な期間

2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、
元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがあ

る。
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3 第 1項第 1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な

場合は、休職期間満了の日をもって退職とする。

4 復職後 6か月以内に直前の休職と同一又は類似の事由で欠勤又は休職するときは、そ
の欠勤及び休職期間については、直前の体職期間と通算する。

5 復職には診断書の提出及び法人の指定する医師による診断結果に基づき、法人がその

可否を決定する。

第 3章 服務規律
(服務)

第 11条 職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、法人の指示
命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項 )

第 12条 職員は、以下の事項を守らなければならない。
(1)許可なく職務以外の目的で法人の施設、物品等を使用しないこと。

(2)職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは

贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。

(3)勤務中は職務に専念 し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

(4)法人の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

(5)在職中及び退職後においても、業務上知り得た法人、取引先等の機密を漏洩し

ないこと。

(6)許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

(7)酒気を帯びて就業しないこと。

(8)そ の他職員としてふさわしくない行為をしないこと。

(職員の兼業 )

第 13条 職員が他の法人の役員へ就任する場合、あるいは就業時間外に、自ら事業を営
むことを含め、兼業を行う場合は、事前に法人に報告を行い、その許可を得なければな

らない。 法人は、法人の秩序・利益および職員の完全な労務の提供の可否などの観点か
ら望ましくないと判断した場合は、それらを禁止することがある。この規定に違反した

場合は、懲戒の対象とする。

(ハラスメントの禁止 )

第 14条 職員は、他の職員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するような行動
等をしたりしてはならない。ハラスメントについては、ハラスメント防止規程に定める。

(個人情報保護)

第 15条 職員は、法人及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自
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らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。

2 職員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた法人及
び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

(個人番号の取り扱い)

第 16条 職員は法人から法律の定めに従い個人番号の提出を求められたときは、これを
拒むことはできない。

2 職員は法人が定めた個人番号の取り扱い及び廃棄等に関しての規定を遵守するものと
する。

(個人番号の利用目的)

第 17条 個人番号は次の利用目的に記載する事項のみに使用し、厳正に管理するものと
する。

(1)給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

(2)雇用保険届出事務

(3)健康保険・厚生年金保険届出事務

(出退勤)

第 18条 職員は、定められた始業時刻より就業できる態勢がとれる時刻までに出勤しな
ければならない。

2 職員は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録し
なければならない。

(遅刻、早退、欠勤等)

第 19条 職員は遅刻、早退もしくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出
する際は、事前に上長に対し申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得

ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認

を得なければならない。

2 前項の場合は、賃金規程第 20条に定めるところにより、原則として不就労分に対応
する賃金は控除する。

3 傷病のため継続して4日 以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならな
い。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩時間)

第 20条 労働時間は、 1週間については40時間、 1日 については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他や
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むを得ない事情により、これらを繰り上げ又は繰り下げることがある。

始業 午前 9時 00分

終業 午後 6時 00分

休憩時間 午前 11時 30分から午後 1時 30分までの間に 1時間
3 海外勤務者については、前 2項は適用せず海外勤務地にあわせ個別に定めるものとす

る。

4 海外勤務者については労働時間の算定が難しいため、前項で定める通常の労働時間を

就業したものとみなす。

(フ レックスタイム)

第 21条

法人は、第 20条 (労働時間及び休憩時間)の定めにかかわらず、業務上の必要がある

部門及び職員について、フレックスタイム制により勤務させることがある。この場合、

始業時刻及び終業時刻は各職員の決定に委ねるものとする。

2 フレックスタイム制の清算期間は 1カ月及び、 3か月とし各人の雇用契約書によって
その適用を定める。

3 フレックスタイム制に関する他の項目は、別に定めるフレックスタイム規定による。

(事業場外労働時間及び在宅勤務 )

第 22条 職員が出張その他法人の用務を帯びて法人の定める事業地以外で就業する場合
で労働時間を算定し難いときは、原則として第 20条の通常の労働時間を就業したものと

みなす。

2 中請により在宅での勤務を認めることがある。詳細については「在宅勤務規程」に定
めることとし、この場合の労働時間については前項の規定を適用する。

3 フレックスタイム制の適用者については前 2項によらず、フレックスタイム規定及び、
労使協定によって別途定める。

4 第 1項に伴う移動については原則勤務時間に含めない。ただし、海外への移動につい

て、業務の都合上平日に移動することを余儀なくされている場合、管理者の了承の下、

所定労働時間を勤務したとみなすことができる。なお、移動が日を跨いで行われる場合

には、移動時間の割合が多い日を勤務した日としてみなす。

5 前項に関連して、国内での移動時間について、次の場合は勤務時間に含める。
ア)移動時間中にミーティングの参加や、資料の作成及び、提出を管理者から求めら

れている場合 (自 主的な作業は含めない)

イ)ゲストや海外スタッフのアテンド等、移動という行為そのものが業務として命じ

られている場合

ウ)事前に、移動時間中の電話やメール対応等を管理者から求められている場合 (自

主的な対応は含めない)

6 SmileSmilePROJECT事 業におけるお出かけ付き添い業務については、当該お出かけ先を
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事業場とみなし、第 1項によらず実際の労働時間に基づいての記録、勤怠処理を行 うも

のとする。なお、労働時間の範囲は下記の通りとする。

・始業 :付き添い対象者との合流時、もしくは同業務における準備を開始した時点

・終業 :実際に業務が終了となった時

(休 日)

第 23条 休日は、次のとおりとし、1週間の起算日は土曜日とする。
(1)土曜日及び日曜日 (法定休日)

(2)国民の祝日

(3)年末年始

(4)夏期休暇

(5)その他法人が指定する日

2 前項については毎年 12月 15日 までに翌年度の休日をカレングーで明示する。
3 海外勤務者については、前 2項は適用せず海外勤務地にあわせ個別に定めるものとす

る。

(振替休日)

第 24条 業務の都合上、必要と認める場合、第 23条の休日を同一月内の他の日に振り

替えることができる。

2 前項の場合、法人は職員に対して、その振替の対象となる休日の前日、または、その

振替の対象となる労働日の前日までに通知を行う。

(代休 )

第 25条 職員が第 23条の休日に労働した場合、法人の業務上の判断により、代体を付

与する場合がある。

2 前項の代体は、原則として当該休日の属する給与計算期間中に与える。ただし、前項
の代体は無給とする。

(時間外及び休日労働等)

第 26条 業務の都合により、第 20条の所定労働時間を超え、又は第 23条の所定休 日
に労働させることがある。

2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あら
かじめ法人は職員の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所

轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

3 妊娠中の女性、産後 1年を経過しない女性職員であって請求した者及び 18歳未満の

者については、第 2項による時間外労働又は休日もしくは深夜 (午後 10時から午前 5

時まで)労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第 1項か
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ら前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。

(残業事前申告制)

第 27条 時間外労働、休日労働及び深夜労働については、前条第 1項の命令がないとき
は行ってはならない。ただし、業務上の必要性により事前に法人に届け出を行い、許可

があった場合は勤務できる。また、命令・許可がなく勤務した場合はその間の賃金及び

割増賃金は支給しない。

第 5章 休暇等
(年次有綸休暇)

第 28条 毎年4月 1日 から翌年 3月 31日 までを休暇年度とし、前年度の所定労働日
数の8割以上出勤した者に対して、勤続期間に応じて第 3項及び第4項に掲げる日数の年

次有給休暇を毎年4月 1日 に一斉付与する。ただし、初回付与日は採用日に関わらず採用

日より6か月後とする。

2 付与の基準となる勤続期間は、初回付与日翌日以後、最初に到来する4月 1日 を勤続
1年 6か月とみなし、以降、毎年 4月 1日 に勤続年数 1年を加算する。

3 下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続期間 6か月
1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20 日

4 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30時間未満であり、かつ、週所定労働日

数が 4日 以下 (週以外の期間によつて所定労働日数を定める職員については年間所定労

働日数が216日 以下)の職員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間

に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定

労働

日数

1年間の所定労

働日数

勤 続 期 間

6か

月

1年

6か

月

2年

6か

月

3年

6か

月

4年

6か

月

5年

6か

月

6年

6か月

以上

4日 169 日～ 216 日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121 日～ 168 日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73日 ～ 120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48 日^-72 日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

5 第 3項又は第 4項の年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させる。
ただし、職員が請求した時季に年次有給休暇化のとおりを取得させることが事業の正常

な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

6 前項の規定にかかわらず、職員代表との書面による協定により、各職員の有する年次
有給休暇日数のうち 5日 を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させる



ことがある。

7 第 3項又は第 4項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したもの

として取り扱 う。

(1)年次有給休暇を取得した期間

(2)産前産後の休業期間

(3)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律 (以

下 「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間

(4)業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

8 付与日から 1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰
り越して取得することができる。ただし、初回付与分についてはその付与日が 4月 1日

ではない場合、その繰り越し可能期限は勤続 1年 6か月とみなして付与された年次有給

休暇と同様に扱 うこととする。

9 第 3項又は第 4項の年次有給休暇が 10日 以上与えられた職員に対しては、第 5項の

規定にかかわらず、付与日から 1年以内に当該職員の有する年次有給休暇のうち 5日 に

ついて、法人が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定

して取得させる。ただし、職員が第 5項または第 6項の規定による年次有給休暇を取得

した場合においては、当該取得した日数分を 5日 から控除するものとする。

10 年次有給休暇は半日単位での取得を認める。午前体は午前 9時から午後 1時まで、

午後体は午後 2時から午後 6時までとする。

(産前産後の体業)

第 29条  6週間 (多胎妊娠の場合は 14週間)以内に出産予定の女性職員から請求があ

ったときは、休業させる。

2 産後 8週間を経過していない女性職員は、就業させない。
3 前項の規定にかかわらず、産後 6週間を経過した女性職員から請求があった場合は、

その者について医師が、支障がないと認めた業務に就かせることがある。

(母性健康管理の措置 )

第 30条 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性職員から、母子保健法に基づく保健指

導又は健康診査を受けるために通院に必要な時間の請求があったときは、所定労働期間

内に通院休暇を与える。

2 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診査に基づき

勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合は、妊娠中の通勤緩和、

休憩の特例及び諸症状に対応する措置を講ずることとする。

(育児時間及び生理休暇)

第 31条  1歳に満たない子を養育する女性職員から請求があったときは、休憩時間のほ

か 1日 について 2回、 1回について30分の育児時間を与える。
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2 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要な期間休暇を与
える。

(育児 。介護休業、子の看護休暇等)

第 32条 職員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、
子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外

労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等 (以下「育児・介護休業等」と

いう。)の適用を受けることができる。

2 育児休業、介護休業等の取扱いについては、育児介護休業規程で定める。

(慶弔休暇 )

第 33条 職員が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
(1)本人が結婚したとき                      5日
(婚姻届を提出した月から12か月以内に取得)

(2)妻が出産したとき                       3日
(出産日から 1週間以内に取得)

(3)配偶者、子又は父母が死亡したとき               5日
(死亡日から 1週間以内に取得)

(4)兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき    2日
(死亡日から 1週間以内に取得)

2 慶弔休暇は連続 して与え、所定休日数を含まず実労働日の日数とする。
3 第 1項第 1号及び第 2号の事由による、試用期間中の職員への付与はしない。

(裁判員等のための休暇)

第 34条 職員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合
には、次のとおり休暇を与える。

(1)裁判員又は補充裁判員となった場合            必要な日数

(2)裁判員候補者となった場合                必要な時間

第 6章 賃金等
(賃金)

第 35条 職員に対する賃金の決定、計算及び支払いの方法、締め切り及び支払いの時期
ならびに昇給及び、減給に関する事項については、別に定める「賃金規程」並びに、「人

事評価規定」による。

(退職金)

第 36条 退職金は支給しない。

Ｏ
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第 7章 定年、退職及び解雇
(定年等)

第 37条 職員の定年は、満 60歳 とし、定年に達した日の属する月の末日をもつて退職
とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、法人が職員の
代表と締結した定年後の継続雇用に関する労使協定により定めた基準に該当する職員に

ついては、満 65歳までこれを継続雇用する。

(退職)

第 38条 前条に定めるもののほか、職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1)退職を願い出て法人がこれを承認し、所定の手続きを完了したとき

(2)期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき

(3)第 10条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき

(4)死亡したとき

(5)職員が行方不明になりその期間が継続 30日 に達したとき

2 職員が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地
位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

(自 己都合退職の手続き)

第 39条 職員は自己の都合により退職しようとする場合は、原則として 60日 前までに
退職願を提出し、承認を受けなければならない。

(解雇)

第40条

(1)

(2)

(3)

職員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得

ないとき。

勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転

換できない等就業に適さないとき。

業務上の負傷又は疾病による療養の開始後 3年を経過しても当該負傷又は疾病

が治らない場合であって、職員が傷病補償年金を受けているとき又は受けるこ

ととなったとき (法人が打ち切り補償を支払つたときを含む。)。

精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、職員として不適格で

あると認められたとき。

第 52条第 2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業

の縮小又は部門の閉鎖等を行 う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なと

(4)

(5)

(6)

(7)
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き。

(8)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2 前項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日 前に予告をする。予告し
ないときは、平均賃金の30日 分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予

告の日数については、解雇予告手当を支払つた日数だけ短縮することができる。

3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて職員を第 52条第 2項に定める懲戒
解雇する場合又は次の各号のいずれかに該当する職員を解雇する場合は適用しない。

(1)日 々雇い入れられる職員 (ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った

者を除く。)

(2)2か月以内の期間を定めて使用する職員 (ただし、その期間を超えて引き続き使
用されるに至った者を除く。)

(3)試用期間中の職員 (ただし、14日 を超えて引き続き使用されるに至った者を除

く。)

4 第 1項の規定による職員の解雇に際して職員から請求のあつた場合は、解雇の理由を
記載した証明書を交付する。

第 8章 安全衛生及び災害補償
(遵守事項)

第41条 法人は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必
要な措置を講ずる。

2 職員は、安全衛生に関する法令及び法人の指示を守り、法人と協力して労働災害の防
止に努めなければならない。

(非常時の措置)

第42条 職員は、火災その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見したと
きは直ちに最寄の者に知らせ関係責任者に報告し、臨機の措置をとらなければならない。

2 職員は、火災その他非常災害が発生したときは、互いに協力してその被害を最小限に
とどめるよう努力し、顧客等を安全な場所へ避難誘導すること等、適切な措置を講じな

ければならない。

(健康診断)

第 43条 職員に対しては、採用の際及び毎年 1回 (深夜労働に従事する者は 6か月ごと
に 1回 )、 定期に健康診断を行う。

2 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる職員に対し、その者の申出により医師に
よる面接指導を行う。

3 第 1項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業
禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
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(健康管理上の個人情報の取扱い)

第 44条 法人への提出書類及び身上その他の個人情報 (家族状況も含む)並びに健康診
断書その他の健康情報は、職員の健康管理のために利用するとともに、必要な場合には

産業医等に診断、意見聴取のために提供するものとする。

(安全衛生教育)

第45条 職員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その
従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。

2 職員は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。

(就業禁止)

第46条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、疾病のため他人に害を及
ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は就業禁止とする。

(災害補償)

第47条 職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合
は、労基法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

第 9章 教育訓練
(教育訓練)

第48条 法人は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、職員に対し、
必要な教育訓練を行う。

2 職員は、法人から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限
り教育訓練を受けなければならない。

第 10章 無期労働契約への転換
(正規雇用への転換)

第49条 勤続 3か月以上、もしくは有期実習型訓練を修了した契約職員、無期および有
期パートタイム職員のうち、本人が希望する場合は正職員に転換させることがある。

2 転換時期は、原則毎月 1日 とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りでない。
3 転換を行うには、上長の推薦があり、役員またはそれに準ずる者の面接試験に合格す
る必要がある。

(無期雇用への転換)

第 50条 勤続 3か月以上の契約職員および有期パー トタイム職員のうち、本人が希望す
る場合は無期パー トタイム職員に転換させることがある。

2 転換時期は、原則毎月 1日 とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りでない。
3 転換を行うには、上長の推薦があり、役員またはそれに準ずる者の面接試験に合格す
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る必要がある。

第 11章 制裁
(懲戒の種類)

第 51条 法人は、職員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分
により懲戒を行う。

(1)けん責   始末書を提出させて将来を戒める。
(2)減給    始末書を提出させて減給する。ただし、減給は 1回の額が平均賃金

の 1日 分の 5割を超えることはなく、また、総額が 1賃金支払期に

おける賃金総額の 1割を超えることはない。

(3)出勤停止  始末書を提出させるほか、7日 間を限度として出勤を停止し、その
間の賃金は支給しない。

(4)懲戒解雇  予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所
轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当 (平均

賃金の30日分)を支給しない。

(懲戒の事由)

第 52条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応 じ、けん責、減給又は出勤停
止とする。

(1)正 当な理由なく無断欠勤が 3日 以上に及ぶとき。

(2)正 当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。

(3)過失により法人に損害を与えたとき。

(4)素行不良で法人内の秩序及び風紀を乱したとき。

(5)性的な言動により、他の職員に不快な思いをさせ又は職場の環境を悪くしたとき。
(6)性的な関心を示し、又は性的な行為をしかけることにより、他の職員の業務に支

障を与えたとき。

(7)第 12条、第 14条に違反したとき。

(8)そ の他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度そ
の他情状によっては、第 40条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とす

ることがある。

(1)重要な経歴を詐称して雇用されたとき。

(2)正 当な理由なく無断欠勤が 14日 以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。

(3)正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、数回にわたって

注意を受けても改めなかったとき。

(4)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。

(5)故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。

(6)法人内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事

13



実が明らかとなったとき (当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。

(7)素行不良で著 しく法人内の秩序又は風紀を乱したとき。

(8)数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見

込みがないとき。

(9)職責を利用して交際を強要し、又は性的な関係を強要したとき。

(10)許可なく職務以外の目的で法人の施設、物品等を使用したとき。
(11)職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若
しくは求め若しくは供応を受けたとき。

(12)私生活上の非違行為や法人に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、法
人の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。

(13)正当な理由なく法人の業務上重要な秘密を外部に漏洩して法人に損害を与え、
又は業務の正常な運営を阻害したとき。

(14)その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

附 則
(施行期日)

第 1条 この規則は、平成 23年 4月 1日 から施行する。

平成 26年 10月 1日  一部改定して施行
平成 31年 4月 1日  一部改定して施行
令和 2年 1月 15日  一部改定して施行
令和 4年 7月 1日  一部改訂して施行
令和 5年 4月 1日  一部改訂して施行
令和 6年 4月 1日  一部改訂して施行
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賃 金 規 程

特定非営利活動法人 ジャパンハー ト



(目 的)

第 1条 この規定は、就業規則第 35条に基づき、職員に対する賃金の決定、計算及び支払
いの方法、締め切り及び支払いの時期ならびに昇給に関する事項について定めたものであ

る。

(適用範囲)

第 2条 この規定は就業規則第 2条に定める職員及び、契約職員に適用するものとし、海外
現地契約職員、パートタイム職員には適用しない。

(賃金の構成)

第 3条 職員の賃金の構成は、次のとおりとする。

基本給

賃金 手 当 管理監督者手当

物価調整手当

一 通勤手当

― 深夜早朝手当

― 医療専門業務手当

― 危険地手当

卜 職員紹介手当

卜 駐在手当

卜 院長手当

― 看護師役職手当

― 勤勉手当

割増賃金 時間外労働割増賃金

休日労働割増賃金

深夜労働割増賃金

(基本給)

第 4条 職員の基本給については、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各
人別に決定する。

2 基本給は別添 1、 別添 2、 別添 3の各賃金テーブルによって定める。
3 各職員の基本給は、別途定める「人事評価規定」に基づき決定された職群と号数、もし
くは賃金テーブルに設けられたクラスに基づき決定される。



(管理監督者手当)

第 5条 管理監督者手当は、役職の職位のある者に対し役職別に次のとおり支給する。

管理監督者手当 (月額)

階級 金額 (円 )

事務局長 160,000

本部長 90,000

部長 60,000

(物価調整手当)

第 6条 物価調整手当は、
(1)物価調整手当

日本国内で勤務する管理監督者を除く職員に対し支給する。

月額 50,000円

(通勤手当)

第 7条 通勤手当は、月額 50,000円 までの範囲内において、通動に要する最も経済的で合
理的と認められる通常の経路及び方法による定期乗車券購入費または実費を支給する。

(深夜早朝手当)

第 8条 深夜早朝手当は、職員が業務で患者に付き添い宿泊を伴う場合に支給する。
(1)深夜早朝手当 2,000円 /泊

(医療専門業務手当)

第 9条 医療専門業務手当は、医療資格を持ち、雇用契約書においてその資格における業務
が含まれている者を対象に支給する。

(1)医療専門業務手当 20,000円 /月

(危険地手当 (新型コロナウィルスクラスター支援))

第 10条 危険地手当 〈新型コロナウィルスクラスター支援)は、職員が新型コロナウィル

スのクラスター現場にて業務にあたる際に、下記の金額を支給する。

(1)医療職 19,320円 (5,520円 ×50%× 8時間)/日

(2)そ の他スタッフ 10,920円 (3,120円 ×50%× 8時間)/日

(職員紹介手当)

第 11条 法人の採用募集要項に対して該当すると見込まれる人材 (以下、被紹介者)を法
人に紹介し、 採用に至った場合に被紹介者 1人につき 1回限り、職員紹介手当を支給する。
ただし、パー トタイム職員の採用については対象外とする。

０
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2 職員紹介手当の支給は、被紹介者の採用日から6ヵ 月を経過した日に在籍しており、退
職予定がない場合に紹介者へ全額支給する。

3 職員照会手当の支給日は、被紹介者の採用日から6ヵ 月を経過 した日の翌月の給与支
給日とする。

4 :被紹介者が 6ヵ 月以内に退職した場合、紹介者が職員紹介手当の支給日までに退職し

ている場合は、支給しない。

5 職員紹介手当は、被紹介者の実務経験、年齢および資格等を考慮したうえで、法人が決
定するものとし 区分は以下のとおりとする。

金額 判断基準

70,000円 該当業務の実務経験・知識があり、かつ即戦力と見込まれる職員

6 :職員照会手当は、紹介者 1人につき 1年度 (毎年 4月 から3月 )2回 までの支給に限
る。

7 本職員紹介制度 (リ ファラル採用制度)は、優秀な職員の採用及び長期安定的な雇用を
図ることを目的として実施するものである。

〈庄在手当)

第 12条 駐在手当は、海外事業地に駐在職員として勤務する職員に対し支給する。
(1)駐在手当  月額 20,000円
2 1駐在職員とは、雇用契約書で定められた主たる就業場所が海外であり、従事する業務の

内容が海外事業地での業務である者を指す。

(院長手当)

第 13条 院長手当は、海外事業地にて法人が運営する病院の院長を務める職員に対し支
給する。

(1)院長手当  月額 85,000円

(看護師役職手当)

第 14条 看護師役職手当は、駐在職員の看護師職を務める者の内、下記の役職につく職員
に対し支給する。

(1)N-2(看護師長クラス) 月額 25,000円
(2)N-3(看護部長クラス)  月額 50,000円

(勤勉手当)

第 15条 勤勉手当は、別途定める「人事評価規定」に基づく半期評価によつて、S評価並
びに、A評価を取得したものに、下記の金額を支給する。

(1)S評価  200,000円
(2)A評価  100,000円



2 支給は次の日程で行われる。
(1)前期評価に対する支給 同年 12月 10日

(2)後期評価に対する支給 翌年 7月 10日
3 前項の支払日が休 日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
4 法人の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、支給金額及び、支給回

数変更の検討を行 うことや、支給を行わないことがある。

(適用除外)

第 16条 駐在職員については第 6条、第 7条、第 8条、第 9条の手当は支給しない。
2 契約職員については、第 16条の手当は支給しない。

(割増賃金)

第 17条 割増賃金は次の算式により計算して支給する。

(1)時間外労働の割増賃金

算定基礎額
×1.25× 時間外労働の時間数

1か月の平均所定労働時間数

(2)休 日労働の割増賃金

算定基礎額
×1.35×休日労働の時間数

1か月の平均所定労働時間数

(3)深夜労働の割増賃金 (午後 10時から午前 5時までの間に労働させた場合)

算定基礎額
×0.25× 深夜労働の時間数

1か月の平均所定労働時間数

2 前項の 1か月の平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。
(365-年間所定休日日数)× 1日 の所定労働時間

12

3 算定基礎額に算入する賃金は、基本給、管理監督者手当、医療専門業務手当及び、物価

調整手当とする。

(休暇等の賃金)

第 18条 年次有給体暇、慶弔休暇、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための体暇、裁
判員等のための休暇については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を

”
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支払う。

2 子の看護休暇期間、介護休暇期間、産前産後の体業期間、育児・介護休業法に基づく育

児休業期間、介護休業期間は、無給とする。

3 就業規則第 10条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

(欠勤等の扱い)

第 19条 欠勤、遅刻、早退、フレックスタイム制適用者における不足時間、及び私用外出
については、賃金から当該日数又は時間分の賃金を控除する。

2 前項の場合、控除すべき賃金の計算は以下のとおりとする。
(基本給+管理監督者手当+物価調整手当+医療専門業務手当)-1か月平均所定労働時

間数

(1か月平均所定労働時間数は第 18条第 2項の算式により計算する。)

(賃金の計算期間及び支払日)

第 20条 賃金の締め切り日、支払い日は以下のとおりとする。
(1)基本給並びに、各種手当を加えた賃金は、毎月末日に締め切り翌月 25日 に支払う。

2 前項の支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
3 計算期間の中途で採用された職員又は退職した職員は、第 1項の月額賃金を当該計算
期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

(賃金の支払と控除)

第 21条 賃金は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、職員が同意した場合は、職員本人の指定する金融機関の預貯金口座又は
証券総合口座へ振込により賃金を支払う。

3 次に掲げるものは、賃金から控除する。
(1)源泉所得税

(2)住民税

(3)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

(4)職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

(賃金の非常時払い)

第 22条 職員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、
そのために職員から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する

賃金を支払う。

(1)やむを得ない事由によって 1週間以上帰郷する場合

(2)結婚又は死亡の場合

(3)出産、疾病又は災害の場合

´
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(昇給、減給 )

第 23条 昇給及び、減給は、別途定める「人事評価規定」に基づく評価によって行われる。
人事評価によつて職群の変更や号数の増減が行われた際に、昇給もしくは減給が発生す

る。

2 号数の増減における金額の増減幅 (ピ ッチ)は、職群によって異なっており、1号辺

りのビッチは下記の通り定める。

Member PGl PG2 PG3 PGX

ピッチ 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000

3 昇給は、毎年 4月 1日 をもって行 うものとする。ただし、法人の業績の著しい低下そ
の他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。

附 則

(施行期 日)

第 1条 この規程は、平成 23年 4月 1日 から施行する。
2  この規程は平成 31年 4月 1日 から変更実施する。
3  この規程は令和 3年 8月 1日 から変更実施する。
4  この規程は令和 4年 4月 1日 から変更実施する。
5  この規程は令和 4年 7月 1日 から変更実施する。
6  この規程は令和 4年 11月 21日 から変更実施する。
7  この規程は令和 5年 4月 1日 から変更実施する。
8  この規程は令和 5年 9月 1日 から変更実施する。
9  この規程は令和 6年 4月 1日 から変更実施する。
10 この規程は令和 7年 6月 1日 から変更実施する。

ワ
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人事評価規程

第 1章  総  則

(目 的)

第 1条 就業規則第 35条に定める職員の昇給に関わる人事評価は、この規程の定めると
ころにより行うものとする。

2 人事評価は、社員の一定期間の業務成績及び能力を評価し、これに基づいて昇給、賞与、
配置及び昇格、教育訓練の適正を図り、人事管理の公正で合理的・民主的な運営を促進

し、もって社員の勤労意欲を促進させるとともに、経営能率の向上を期することにある。

(適用範囲)

第 2条 人事評価の対象者 (以下「被評価者」という)は、次に掲げる者を除く、当法人の

職員とする

(1)評価の対象となる勤務期間が 6ヶ月に満たない者

(2)評価期日において休職中の者

(3)試用期間中の者

(4)パー トタイマー

(5)臨時に使用されている者

(6)出 向者

(7)海外事業地の現地法人によつて雇用されている者

(8)医療マネジメント職に就く者

(9)医師及び、コメディカルの賃金テープルの対象となった者

第 2章  評  価

(職群と号数)

第 3条 職員は下記の 5つの職群に分けられ、さらに各職群に付き65段階ある号数のい

ずれかを、雇用契約書並びに、辞令によって与えられる。

2 号数の増減は、第 4条以降で定める人事評価の結果によつて行われる。各評価における

号数の増減幅は、下記の通りである。

Member

(初期値 )

Profes sional

Grade 1

Professional

Grade 2

Professional

Grade 3

Professional

Grade X(最高値 )

1



評価
´
ヽ
） A ｈ

● C D

増減幅 (号 )
ｎ

）
-1 つ

た

3 職群の変化は、直属の上司の申出を受けた際に、理事長、事務局長、本部長の協議によ
って検討され、理事長の決定をもって行われる。

4 職群は必ずしも役職に比例しない。

(評価の時期及び期間)

第 4条 人事評価は、毎年 2回 3月 と9月 に実施する。
2 評価の期間は、4月 から9月 と10月 から3月 のそれぞれ 6ヶ月間を対象とする。
3 年度の評価 (ス コア)は、前号のそれぞれの時に得たスコアを基に、法人が定める下記
のスコア表によつて定めるものとする。

年間評価

前期評価 後期評価 年間評価 (査定)
´
）ヽ

＾
ヽ
）

Ａ

一
A

A い
ヽ
）

Ａ

一

い
ヽ
〕

ｎ

】
Ａ

¨

A A Ａ

¨

Ｒ

】
＾ヽ
）

Ａ

【

C ｎ

¨

A Ｒ

】

口

〕

Ｒ

】 A ｎ

】

C ＾
ヽ
】

【
●

D ｎ

〕

Ａ

¨ C い
０

Ｒ

¨

Ｒ

】

ｎ

】

C A Ｒ

】

D Ｒ

】

A D
口

］ C

C ｎ
●

D A Ｒ

】

B D C

C C C

D 一
Ｄ C

C D ＾
‘
）

D C C

D D D
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(評価要素)

第 5条 人事評価は、被評価者ごとに、次に掲げる評価要素について行う。
(1)目 標達成度

(2)行動評価

〈3)勤務態度

(評価項目)

第 6条 評価者が実際に評価を行う具体的な評価項目は、法人が職員に対して期待する成
果に基づいて定められる。

2 法人が職員に期待する成果は、主に下記の 3つである。
① 業績貢献 ・・・通常業務による組織への業績貢献
② 組織革新貢献 ・・・組織の革新・成長に繋がる提案を発信・体現する貢献
③ 人材育成貢献 ・・・人材力強化に向けて、周囲の人材を育成する貢献
3 評価項目 (期待基準)は、職群によって異なる。詳細は下記の図通りである。

各職群の期待基准

(評価表の種類)

第 7条 人事評価は、評価表により行う。当法人における評価表は「個人目標管理シート」
を指し、等級や役職に依らず、統一のものとする。

第 3章  評価の実施

Profes●onal
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(実施方法)

第 8条 人事評価の段階数は、自己評価、第一次評価および第二次評価の3段階とする。
2 自己評価は被評価者自身が、第一次評価は、それぞれ所定の評価者が、被評価者の評価
期間における評価項日の達成度合いについて評価を行い、その結果を評価表に記録する

ものとする。

3 第二次評価は、理事長、事務局長、本部長の協議によって定められるものとする。

(評価者)

第 9条 評価者には、被評価者を指導監督する立場にある者があたる。具体的には、被評価
者の区分に応じて次に定める者をもって評価者とすることを原則とする。

ただし、該当者が着任後 3か月を経過していない者であるなど、評価者として適当でな

いと認められる場合には、法人の指示により評価者を決定するものとする。

被評価者の役職 第一次評価者 第二次評価者

F田子会

事務局長 理事長 理事長

本部長 事務局長 理事長、事務局長

グループ/セクション

リーダー

事務局長もしくは木

部長
理事長、事務局長、本部長

‐般職員
グループ/セクション

リーダー
理事長、事務局長、本部長

(自 己評価)

第 10条 自己評価は、被評価者自身が所定の評価表により、評価者の評価前に行うものと
する。

(評価区分)

第 11条 評価区分は、次の 5段階として記録する。
S:水準を大きく上回り、極めて優れている

A:水準以上であり、優秀である
B:普通の水準である

C:水準には未達であり、やや劣つている
D:水準を大きく下回り、極めて劣っている
2 S評価並びに、A評価については、評価期間及び、年度評価の最大人数を下記の通り定

める。

―S評価=評価対象者の 5%まで

４
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―A評価=評価対象者の 20%ま で

3 前項に定める最大人数は、法人の業績や社会情勢を鑑み、変更する場合がある。

(評価者の遵守事項)

第 12条 各評価者は、評価を行うにあたって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)評価要素に基づいた評価を行うこと。

(2)他人の意見にとらわれず、評価者自身が確認した事実または信頼できる確実な報告の

みにもとづいて、公正に行うこと。

(3)評価に対して被評価者よりその理由を問われたときは、その理由を明確に説明できる

こと。

(4)評価対象期間以外の時期における評価実績を必要以上に考慮してはならない。

(調整)

第 13条 第二次評価者は、第一次評価者が行った評価に著しい不均衡があると認められ
るときは、必要な調整を行うものとする。

2 理事長並びに、理事会は、第一次評価者および第二次評価者が行った評価に各部門間に
おいて著しい不均衡があると認められるときは、全社的な見地から必要な調整を行うも

のとする。

(決定)

第 14条 必要な調整を終えた評価表をもとに評価結果を集計し、理事長の決定 (以下「査
定」という)を もって評価を確定させるものとする。

第4章  評価結果の取扱い

(評価結果の効力)

第 15条 第 13条の査定は、当該被評価者について次の新たな査定 (第 18条 2項の理事
長の決定を含む)がなされるまでは、この期間中の査定 (総合的な勤務成績)を示すもの

として、引き続き効力を有するものとする。ただし、第 13条 2項の規定により、なんら

かの措置が講じられた場合にはこの限りではない。

(評価結果の使途)

第 16条 評価結果は、効力を有する期間における従業員の昇進・昇格、昇給および賞与の

支給に適正に反映されるものとする。

う



(評価結果の公開)

第 17条 評価結果は、被評価者本人に、その直属の上司を通じて公開し、必要な説明をす
るものとする。

(異議申立て)

第 18条 被評価者は、前条の規定により公開された評価結果に異議がある場合には、当該
公開のあった日から3労働日以内に、別に定めるところにより、会社に異議申立てをする

ことができるものとする。

2 前項の異議申立てを受けた場合には、早急に調査を行い、なんらかの措置が必要と認め
たときは適宜必要な措置を講じ、理事長の決定を得るものとする。

第 5章  雑  則

(評価者訓練の実施)

第 19条 会社は、評価結果を適正なものとならしめるため、別に定めるところにより評価
者のための訓練を行うものとする。

(評価結果等の保存)

第 20条 評価結果および評価表は、 3年間保存されるものとする。

附1 貝|」

(施行日)

本規程は、 2024年 4月 1日 から施行する。
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フレックスタイム規程

第 1章  総  則

(目 的)

第 1条 この規定は、フレックスタイム制の取扱いについて定める。

(適用範囲)

第 2条 フレックスタイム制は、就業規則第 2条に定める職員の内、各人の雇用契約書にお
いて認められた者に適用する。ただし、次の者には適用しない。

(1)管理監督者

(2)海外現地契約職員

(3)パー トタイム職員

(清算期間)

第 3条 労働時間の清算期間は、次の 2つとする。
(1)清算期間は1カ月間とし、起算日は毎月 1日 とする。

(2)清算期間は3カ月間とし、起算日は 1月 、4月 、 7月 、 10月 の 1日 とする。

2 清算期間における総労働時間は、各々の月の日数に応じて次のとおりとする。
(1)清算期間が 1カ月間のフレックスタイム制

清算期間の歴日数 総労働‖1問

31日 177「時間

30日 171時 間

29日 165時間
28日 160時 間

(2)清算期間が 3カ 月間のフレックスタイム制

清算期間の歴日数 総労働時間

92日 525時 間
91[」 520時 ‖日同
90日 514時 間

89日 508時 間

(標準労働時間)

第 4条  1日 の標準労働時間は、8時間00分とする。
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2 職員が年次有給休暇その他の特別休暇を取得したときは、標準労働時間労働したもの

とみなす。

(所定労働時間)

第 5条 清算期間中の所定労働時間は次の算式によって算出される時間とする。
所定労働時間=8時間 × 所定労働日数

(コアタイム)

第 6条 コアタイムは次のとおりとする。
(1)清算期間が 1カ月間のフレックスタイム制 :11時 00分 ～ 15時 00分
(2)清算期間が 3カ月間のフレックスタイム制 :無 し

2 コアタイムは必ず勤務しなければならない。ただし、第8条で定める休憩時間は除くも
のとする。

(フ レキシブルタイム)

第 7条 フレキシブルタイムは次のとおりとする。
(1)清算期間が 1カ月間のフレックスタイム制

始業時間帯 15時 00分 ～ 11時 00分

終業時間帯 :15時 00分 ～ 22時 00分

(2)清算期間が3カ 月間のフレックスタイム制

5時 00分 ～ 22時 00分

(休憩)

第 8条 休憩時間の取り扱いは、就業規則第20条 2項に準ずる。

(遅刻、欠勤等)

第 9条 コアタイムの開始時刻より遅く出社したときは遅刻、コアタイムの終了時間より
早く退社したときは早退とする。

2 コアタイムに勤務しなかったときは欠勤とする。

(労働時間の記録)

第 10条 フレックスタイム制における労働時間の管理については、次による。
① 労働時間の管理は、別に定める個人別タイムカードにより、職員各人が記録すること。

② 清算期間中の労働時間が、第 5条の時間を超えることが見込まれる場合には、毎月 15

日までに、見込み時間を所属長に届出ること。

③ 在宅勤務及び、事業場外労働の内、賃金規定第 9条で定める「出張」以外の勤務 (以
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下、外勤という)についても実働での打刻を行う。

④ 前項で定める外勤時の国内移動について、コアタイム内に開始した移動は、勤務時間

に含める。また、コアタイム外に開始した移動についても、次の場合は勤務時間に含める。

ア)移動時間中にミーティングの参加や、資料の作成及び、提出を管理者から求められ

ている場合 (自 主的な作業は含めない)

イ)ゲストや海外スタッフのアテンド等、移動という行為そのものが業務として命じら

れている場合

ウ)事前に、移動時間中の電話やメール対応等を管理者から求められている場合 (自 主

的な対応は含めない)

⑤ 賃金規定第 9条で定める「出張」に当てはまる勤務については、原則として就業規則

第20条の通常の労働時間を就業したものとみなす。

⑥ 職員は、時間外労働に関する協定 (いわゆる36協定)に定める月間時間外労働時間を

超えて労働してはならない。

⑦ 従業員は労使協定で定められた時間帯を守って勤務するよう、留意すること。

(時間外労働)

第 11条 次の時間については時間外労働とし、割増賃金を支給する。
(1)清算期間が 1カ月間のフレックスタイム制

① 休日に勤務したとき

② 深夜帯 (22時 00分 ～ 翌5時 00分)に勤務したとき

③ 前記の時間を除き、清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過した時間

(2)清算期間が3カ月間のフレックスタイム制

① 休日に勤務したとき

② 深夜帯 (22時 00分 ～ 翌5時 00分)に勤務したとき

③ 清算期間各月の実労働時間において、週平均50時間を超過した時間

④ 清算期間中の実労働時間において、法定労働時間を超過した時間

2 所定労働時間を超えた分について、次の清算期間に持ち越すことは認めない。

(許可)

第 12条 次の時間に勤務するときは、あらかじめ法人の許可を得なければならない。
① 深夜帯 (22時 00分 ～ 翌5時 00分)に勤務するとき

② 休日に勤務するとき

③ 第 10条②に該当する勤務

(不足時間の取扱い)

第 13条  ?育算期間中の実労働時間が所定労働時間に不足したときは、不足時間を次の清
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算時間に繰り越すことはできず、控除する。

(通常勤務の命令)

第 14条 職員は、緊急事態の発生その他業務上必要であると判断されるときは、日を指定
してフレックスタイム制の適用を中断し、通常勤務によって勤務することを命令するこ

とがある。

(廃止要件)

第 15条 次の要件を満たす者については、フレックスタイム制の適用を解除することが
ある。

(1)清算期間が 1カ月間のフレックスタイム制

① 正当な理由なく、所定労働時間に対する不足が同年度内に 2回発生した者

② 予め所属長に届け出てその許可を受けることなく、同年度内に 2回以上、第 12条

に指定する時間に勤務を行った者

(2)清算期間が3カ 月間のフレックスタイム制

① 同年度内における不足時間の累計が 32時間を超えるに至った者

② 予め所属長に届け出てその許可を受けることなく、 1清算期間中に3回以上、第 1

2条に指定する時間に勤務を行った者

附 則

(施行日)

本規程は、2024年 4月 1日 から施行する。
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育児介護体業規程

第 1条 (育児体業)

1.育児のために体業することを希望する職員であって、1歳に満たない子と同居し、養育
する者は、申出により、育児体業をすることができる。ただし、有期契約職員にあって

は、申出時点において、子が 1歳 6か月 (本条第 6項の申出にあっては 2歳)に達す

る日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休

業をすることができる。

2.本条第 1項、第 3項から第 7項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員か
らの体業の申出は拒むことができる。

(1)入職後 1年未満の職員

(2)1週間の所定労働日数が 2日以下の職員

(3)申出の日から 1年以内 (1歳 6か月及び 2歳までの体業の場合は 6か月以内)に

雇用関係が終了することが明らかな社員

3.職員配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児体業又は出生時育児休業をして
いる場合、職員は、子が 1歳 2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後体業

期間と育児体業期間との合計が 1年を限度として、育児体業をすることができる。

4.次のいずれにも該当する職員は、子が 1歳 6か月に達するまでの間で必要な日数につ
いて育児体業をすることができる。なお、育児体業を開始しようとする日は、原則とし

て子の 1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が本項に基づく育児体業を子の

1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児体業終了予定日の以前の日を開始日と

することができる。

(1)職員又は配偶者が原則として子の 1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること

(2)次のいずれかの事情があること

(ア )保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

(イ )職員の配偶者であって育児体業の対象となる子の親であり、 1歳以降育児に

当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育すること

が困難になった場合

5.前項にかかわらず、産前・産後体業、出生時育児体業、介護体業又は新たな育児体業が
はじまったことにより本条第 1項に基づく体業 (配偶者の死亡等特別な事情による 3

回目以降の体業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後体業に係わる子又は介護

休業に係わる対象家族が死亡等した職員は、子が 1歳 6か月に達するまでの間で必要

な日数について育児体業することができる。

6.次のいずれにも該当する職員は、子が2歳に達する日までの間で必要な日数について、



育児体業をすることができる。なお、育児体業を開始しようとする日は、子の 1歳 6か

月の誕生日応当日とする。ただし、配偶者が本項に基づく育児体業を子の 1歳 6か月

の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児体業終了予定日の翌日以前を開始

日とすることができる。

(1)職員又は配偶者が子の 1歳 6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしているこ

と

(2)次のいずれかの事情があること

(ア )保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

(イ )職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、 1歳 6か月以降

育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育する

ことが困難になった場合

7.前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児体業、介護体業又は新たな育児休業が

はじまったことにより本条第 4項に基づく体業 (配偶者の死亡等特別な事情による 3

回日以降の体業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業に係わる子又は介護

体業に係わる対象家族が死亡等した職員は、子が 2歳に達するまでの間で必要な日数

について育児休業することができる。

8.育児休業をすることを希望する職員は、原則として、育児体業を開始しようとする日の

1か月前 (4及び 6に基づく1歳を超える体業の場合は、2週間前)ま でに、育児体業

申出書を総務に提出することにより申し出るものとする。

9.申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回限りとする。ただし、産
後休業をしていない職員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間

以内にした育児体業については、 1回の申出にカウントしない。

(1)1に 基づく休業をした者が 4又は 6に基づく休業の申出をしようとする場合又は

4に基づく体業をした者が 6に基づく体業の申出をしようとする場合

(2)配偶者の死亡等特別の事情がある場合

10.育児のために体業することを希望する職員であって、産後休業をしておらず、子の出生

日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8週間以内の子と同居し、養育する者は、出

生育児体業を取得することができる。

11.出生時育児体業を希望する職員は、原則として出生育児体業を開始しようとする日の 2

週間前までに出生時育児休業申出書を総務に提出することにより申し出るものとする。

12.出生時育児体業の期間は、原則として、子の出生後 8週間以内のうち 28日 を限度とす

る。

13.前項に基づく休業の申し出は、一子につき 2回まで分割できる。ただし、2回 に分割す

る場合は 2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出

を拒む場合がある。



14.出生時育児体業中に就業することを希望する職員は、出生時育児体業中の就業可能日

等申出書を体業開始日1週間前までに総務に提出すること。

15.前項の申出があった場合は申出の範囲内の就業日等を、申出書を提出した職員に対し

て掲示する。就業日がない場合もその旨を通知する。職員は掲示された就業日等につい

て、出生育児体業中の就業日等の同意・不同意書を総務に提出すること。休業前日まで

に同意した場合に限り、体業中に就業することができる。法人と職員の双方が就業日等

に合意したときは、会社は速やかに出生時育児体業中の就業日等通知書を交付する。

16.出生時育児体業中の就業上限は、次のとおりとする。

(1)就業日の合計は出生育児休業期間の所定労働日数の半分以下 (一 日未満の端数切

捨て)

(2)就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以

下

(3)出生育児体業開始予定日又は出生育児体業終了予定日に就業する場合は、当該日

の所定労働時間に満たない時間

第 2条 (介護体業)

1.要介護状態にある家族を介護する職員 (日 雇職員を除く)は、申出により、介護を必要
とする家族 1人につき、通算 93日 までの範囲内で 3回を上限として介護休業をするこ

とができる。この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有

期契約職員にあっては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日 (以下、「介

護体業開始予定日」という。)か ら 93日 経過日から 6か月を経過する日までに労働契

約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護体業をすることがで

きる。

2.本条第 1項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの体業の申出は拒
むことができる。

(ア )入職後 3か月未満の職員

(イ )1週間の所定労働日数が 2日以下の職員

(ウ )申出の日から93日 以内に雇用関係が終了することが明らかな職員

3.要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週

間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

配偶者/父母/子/配偶者の父母/祖父母/兄弟姉妹/孫

4.介護体業をすることを希望する職員は、原則として、介護体業を開始しようとする日の
2週間前までに、介護休業申出書を総務に提出することにより申し出るものとする。介

護体業申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該介護休業申出書を提出した者

に対し、介護体業取扱通知書を交付する。



第 3条 (子の看護休暇)

1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 (日雇職員を除く)は、負傷し、又
は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受

けさせるために、就業規則第 28条に規定する年次有給体暇とは別に、当該子が 1人の

場合は1年間につき5日、2人以上の場合は 1年間につき10日 を限度として、子の看

護体暇を取得することができる。この場合の 1年間とは、4月 1日 から翌年3月 31日

までの期間とする。ただし、事業主は労使協定によって除外された次の職員からの子の

看護体暇の申出は拒むことができる。

(1)入職後 3か月未満の職員

(2)1週間の所定労働日数が 2日以下の職員

2.子の看護体暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得するこ
とができる。

第 4条 (介護休暇 )

1.要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員 (日雇職員を除く)は、就業規則
第 28条に規定する年次有給休暇とは別に、対象家族が 1人の場合は 1年間につき 5

日、2人以上の場合は 1年間につき10日 を限度として、介護体暇を取得することがで

きる。この場合の 1年間とは、4月 1日 から翌年 3月 31日 までの期間とする。ただし、

事業主は労使協定によって除外された次の職員からの介護休暇の申出は拒むことがで

きる。

(1)入職後 3か月未満の職員

(2)1週間の所定労働日数が 2日以下の職員

2.介護体暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続 して取得することが
できる。

第 5条 (育児・介護のための所定外労働の制限)

1.3歳 に満たない子を養育する職員 (日雇職員を除く)が当該子を養育するため、又は要
介護状態にある家族を介護する職員 (日雇職員を除く)が当該家族を介護するために申

し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労

働をさせることはない。

2.申出をしようとする者は、 1回につき、1か月以上 1年以内の期間について、制限を開
始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開

始予定日の 1か月前までに育児・介護のための所定外労働制限申出書を総務に提出す

るものとする。

3.本条第 1項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの所定外労働の

制限の請求は拒むことができる。



(1)入職後 3か月未満の職員

(2)1週間の所定労働日数が 2日以下の職員

第 6条 (育児・介護のための時間外労働の制限)

1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介
護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就

業規則第 26条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営
に支障がある場合を除き、1か月について 24時間、1年について 150時間を超えて

時間外労働をさせることはない。

2.本条第 1項にかかわらず、次の (1)か ら (3)の いずれかに該当する職員からの時間
外労働の制限の請求は拒むことができる。

(1)日 雇職員

(2)入職後 3か月未満の職員

(3)1週間の所定労働日数が 2日以下の職員

3.申出をしようとする者は、1回 につき、 1か月以上 1年以内の期間について、制限を開

始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を

開始しようとする日の 1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を総

務に提出するものとする。

第 7条 (育児・介護のための深夜業の制限)

1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介

護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就

業規則第 20条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後

10時から午前 5時までの間に労働させることはない。

2.本条第 1項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの時間外労働の制限の申

出は拒むことができる。

(1)日 雇職員

(2)入職後 3か月未満の職員

(3)申出に係る家族の 16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員

(ア )深夜において就業していない者 (1か月について深夜における就業が 3日以

下の者を含む。)であること

(イ )心身の状況が申出に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であ

ること

(ウ )6週間 (多胎妊娠の場合にあっては、 14週間)以内に出産予定でなく、かつ

産後 8週間以内でない者であること

(4)1週間の所定労働日数が 2日 以下の職員



(5)所定労働時間の全部が深夜にある職員

3.申出をしようとする者は、 1回につき、 1か月以上 6か月以内の期間について、制限を

開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限

を開始しようとする日の 1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を総務

に提出するものとする。

第 8条 (育児短時間勤務)

1.3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、就業規則第20条の所定労
働時間について、以下のように変更することができる。

所定労働時間を午前 9時から午後 4時まで (う ち休憩時間は、午前 11時 30分から

午後 1時 30分までの間の 1時間とする。)の 6時間とする (1歳に満たない子を育て

る女性職員は更に別途 30分ずつ 2回の育児時間を請求することができる)。
2.本条第 1項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの育児短時間勤務の申出
は拒むことができる。

(1)日 雇職員

(2)一 日の所定労働時間が 6時間以下である職員

(3)労使協定によって除外された次の職員

① 入職後 3か月未満の職員
② l週間の所定労働日数が2日 以下の職員

3.申出をしようとする者は、 1回につき、1か月以上 1年以内の期間について、短縮を開
始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を

開始 しようとする日の 1か月前までに、短時間勤務申出書により総務に申し出なけれ

ばならない。

第 9条 (介護短時間勤務)

1.要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、就業規則第 20条の所
定労働時間について、以下のように変更することができる。

所定労働時間を午前 9時から午後 4時まで (う ち休憩時間は、午前 11時 30分から

午後 1時 30分までの間に 1時間とする)の 6時間とする。

2.本条第 1項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの介護短時間勤務の申出
は拒むことができる。

(1)日雇職員

(2)労使要諦によって除外された次の職員

① 入職後 3か月未満の職員



② l週間の所定労働日数が2日 以下の職員
3.介護のための短時間勤務をしようとする者は、対象家族 1人当たり利用開始の日から
3年の間で 2回までの範囲内で、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようと

する日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短

時間勤務申出書により総務に申し出なければならない。

第 10条 (給与等の取扱い)
1.基本給その他の月ごとに支払われる給与の取扱いは次のとおり。
(1)育児・介護休業をした期間については、支給しない

(2)第 3条及び第 4条の制度の適用を受けた日又は時間については、無給とする

(3)第 7条、第 8条及び第 9条の制度の適用を受けた期間については、別途定める給与

規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当

の全額を支給する

2.定期昇給は、育児・介護体業の期間中は行わないものとし、育児・介護体業期間中に定

期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。第 3条～第 9条の

制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみなす。

3.賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、

出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、その算定対象期間に第 8条及び

第 9条の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は、支

給しない。第 3条～第 7条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務を

しているものとみなす。

4.年次有給体暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護体業をした日

は出勤したものとみなす。

第 11条 (法令との関係)

育児・介護体業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、時間外

労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めの

ないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

(「「ililli)

第 1条 本規則は、令和 4年 3月 14日 から適用する。

令和 6年 4月 1日  一部改訂して施行



ノ` ラスメント防止規程

第 1章 総 則

第 1条 (目 的)
この規則は、就業規則第 14条に基づき、職員及び役員のノ`ラスメント (セ クシュアルノ`ラ

スメント、パワーハラスメント、モラルハラスメント)を禁止し、その防止と排除に必要な

事項について定める。

第 2条 (定 義)
この規則中の用語の定義は、次のとおりとする。

(1)ノ ラ`スメント

ノ`ラスメントとは、セクシュアルハラスメント、パワーノ`ラスメント、モラルハラスメン

トをいう。

(2)セ クシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメントとは、職場での相手の意に反する性的言動をいい、性的な言動

に対する職員の対応により職員が労働条件について不利益を受けるもの (「対価型セクシュ

アルノ`ラスメント」)と 、性的な言動により職員の就労環境が害されるもの 〈「環境型セクシ

ュアルハラスメント」)をいう。

(3)パ ワーハラスメント
パワーノ`ラスメントとは、上司またはこれに準ずる者が、職務権限を利用して、職務とは

関係のない事項または職務上であっても適正な範囲を超えた事項について、有形無形に部

下 に圧力を加えることをいう。

(4)モ ラル′ヽラスメント

モラルノ`ラスメントとは、職務上の上下関係、地位等にかかわらず、言葉や態度によって

相手方に精神的な苦痛を与えるものをいう。

(5)職場

職場とは、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず実質的

に職場の延長とみなされる就業時間外を含むものとする。

(6)性的言動

性的言動とは、性的な内容の発言、および性的なことに関する行動のすべてをいう。

第 2章 ノ`ラスメントに関する禁止行為

第 3条 (セ クシュアルハラスメントに関する禁止行為)

職員は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。



(1)性的又は身体上の事柄に関する不必要な質問及び発言

(2)わ いせつ図画の閲覧、配布、掲示

(3)う わさの流布

(4)不必要な身体への接触

(5)性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

(6)交際又は性的関係の強要

(7)性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、当該行為を行ったことを理由

とした制裁処置

(8)そ の他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動

第 4条 (パ ワーノ`ラスメントに関する禁止行為)

職員は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)暴行又は傷害等身体的な攻撃

(2)脅迫、名誉棄損、侮辱又はひどい暴言等精神的な攻撃

(3)隔離、仲間外し又は無視等人間関係からの切 り離し行為

(4)業務上明らかに不要な行為、遂行不可能なことの強制又は仕事の妨害

(5)業務上の合理性なく能力又は経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じ又は仕事を与

えない行為

(6)解雇や降格など相手に雇用不安を与えるような言動

(7)私的なことに過度に立ち入る言動

(8)そ の他前各号に準じる行為

第 5条 (モ ラルハラスメントに関する禁止行為)

職員は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)身体的暴力行為

(2)相手やその親族、友人などの人格や尊厳を傷つける行為

(3)業務遂行に関係のない要求を相手にしたり、自らの固定観念を相手に押し付けるよう

な行為

(4)業務遂行に関係のない事項について、執拗に相手から説明を求めること

(5)違法行為を強要すること

(6)相手を無視することや誹誘中傷すること、その他相手の名誉を傷つける噂を社内外に

流布すること

(7)業務遂行上の指導であっても、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰 り返しとること。

また、必要以上に叱責を繰 り返すこと

(8)そ の他、相手の人格や尊厳を侵害する言動をとること



第 3章 法人等の対応
第 6条 (研 修)

法人はノ`ラスメントの防止を図るため、職員に対して必要な研修を実施するよう努めるも

のとする。

第 7条 (管理監督者の責務)

職員を管理監督する者は、次の各号に掲げる事項を行うことによってノ`ラスメントの防止

及び排除に努めるとともに、ノヽラスメントに起因する問題に迅速かつ適切に対処しなけれ

ばならない。

(1)管理監督者は、ノ`ラスメントに該当する具体的行為を職員に説明し、当該行為を行わ

ないように定期的に指導する。

(2)管理監督者は、ノ`ラスメントが行われた場合には、当該行為を受けた職員又は当該行

為を受けたことを聴いた職員は、速やかに相談・苦情窓口に申告できることを伝えなければ

ならない。

(3)管理監督者は、ノ`ラスメントが行われたことを知った場合には、速やかに事務局長に

申告しなければならない。

第 8条 (相談・苦情窓日の設置)

法人は、職員から、ノ`ラスメントが行われ、又は行われようとしている旨の連絡を受けた場

合は、東京事務局総務を窓口とし、相談や苦情を受け付ける。

第 9条 (プライバシーの保護)

相談・苦情窓回の相談員は、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行い、事情

聴取対象者のプライバシーに十分配慮しなければならない。

第 10条 (不利益取扱いの禁止)

法人及び職員は、ノ`ラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情に係る調査協力その他ノ`ラ

スメントに関して正当な対応を行った職員に対して、当該行為を理由に不利益な取扱いを

してはならない。

第 11条 (調査・措置)

法人は、必要と認めた場合には、当事者からの事情聴取及びこれに付随する調査を行う。

2法人は、前項の調査のみでは事実の確認が十分にできないと認めたときは、当事者以外
の第二者からも事情聴取を行う。

3法人は前 2項の調査・措置を行うに当たっては当事者双方のプライバシーに配慮し、原

則として非公開で行う。



第 12条 (懲 戒)

前条の調査の結果、職員がノ`ラスメントを行い又は行おうとしていると認められる場合、法

人は、当該職員に対して、就業規則に照らして、適当な措置を講じる。

第 13条 (再発防止措置)

法人は、前 8条第 1項、同条第 2項の調査の結果にかかわらず、改めて職場におけるノ`ラス

メントに関する啓発を行う等の再発防止措置を講じる。

第 14条 (秘密の厳守)

職員、役員は、′ヽラスメントに関する苦情・相談の情報や、事情聴取および調査の結果、知

り得た事実を第二者に漏らしてはならない。また、職員のプライバシーや人格を侵害しない

ように配慮しなければならない。

第 4章 その他
第 15条 (改 廃)

本規程の改廃は、理事会において行うものとする。

(附 則)

この規則は、令和 2年 1月 27日 から施行する。

令和 6年 4月 1日  一部改訂して施行



パー トタイマー就業規則

特定非営利活動法人 ジャパンハー ト



第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この就業規則 (以下 「規則」という。)は、労働基準法 (以下「労基法」という。)

第 89条に基づき、特定非営利活動法人ジャパンハー ト (以下「法人」という。)のパー

トタイマー、アルバイ ト (以下「パー トタイマー」という。)の労働条件、服務規律、そ

の他の就業に関する事項を定めたものである。

2 この規則及びこれに付属する別規程等に定めのない事項については、労基法その他の

法令の定めるところによる。

(パー トタイマーの定義)

第 2条 この規則においてパー トタイマーとは、第 2章で定める手続きにより採用され、
法人の業務に従事する、所定労働時間が正職員並びに、契約職員より短く、期間を定め

て雇用する者をいう。

(規則の遵守)

第 3条 法人は、この規則に定める労働条件によリパートタイマーに就業させる義務を負
う。また、パートタイマーはこの規則を遵守しなければならない。

第 2章 採用、異動等

(採用手続)

第 4条 法人は、就職を希望する者の中から必要な試験及び面接を行いこれに合格した者
を採用する。

(採用時の提出書類)

第 5条 パー トタイマーとして採用された者は、採用された日から2週間以内に次の書類
を提出しなければならない。

(1)履歴書

(2)年金手帳及び雇用保険被保険者証

(3)所得税源泉徴収票 (前職のある者に限る)

(4)写真付き本人確認書類 (個人番号カー ドの写し、又は通知カー ド及び運転免許

証の写し・パスポー トの写し等)

(5)そ の他法人が指定するもの

2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なけ
ればならない。

(労働条件の明示)



第 6条 法人は、パー トタイマーを採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業

務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付 し

て労働条件を明示するものとする。

(雇用期間)

第 7条 雇用期間は 1年以内とし、その期間は、契約時に本人の希望を考慮の上各人ごとに

決定し、労働条件通知書兼雇用契約書で示すものとする。

2 前項の雇用契約期間満了前に、双方が同意したときは、必要な期間契約を更新するこ
とができる。

(異動)

第 8条 法人は、業務上必要がある場合に、パー トタイマーに対して就業する場所及び従
事する業務の変更を、雇用契約書に定める変更の範囲において命ずることがある。この

場合、パー トタイマーは正当な理由なくこれを拒むことはできない。

第 3章 服務規律

(服務)

第 9条 パー トタイマーは、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、法
人の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項 )

第 10条 パー トタイマーは、以下の事項を守らなければならない。

(1)許可なく職務以外の目的で法人の施設、物品等を使用しないこと。

(2)職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは

贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。

(3)勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

(4)法人の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

(5)在職中及び退職後においても、業務上知り得た法人、取引先等の機密を漏洩し

ないこと。

(6)許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

(7)酒気を帯びて就業しないこと。

(8)そ の他パー トタイマーとしてふさわしくない行為をしないこと。

(パー トタイマーの兼業)

第 11条 パートタイマーが他の法人の役員へ就任する場合、あるいは就業時間外に、自
ら事業を営むことを含め、兼業を行う場合は、事前に法人に報告を行い、その許可を得

なければならない。 法人は、法人の秩序・利益およびパー トタイマーの完全な労務の提



供の可否などの観点から望ましくないと判断した場合は、それらを禁止することがある。

この規定に違反した場合は、懲戒の対象とする。

(ハラスメントの禁上)

第 12条 パートタイマーは、他のパー トタイマーに不利益や不快感を与えたり、就業環
境を害するような行動等をしたりしてはならない。ハラスメントについては、ハラスメ

ント防止規程に定める。

(個人情報保護)

第 13条 パートタイマーは、法人及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うと
ともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。

2 パー トタイマーは、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理して
いた法人及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

(個人番号の取り扱い)

第 14条 パートタイマーは法人から法律の定めに従い個人番号の提出を求められたと
きは、これを拒むことはできない。

2 パー トタイマーは法人が定めた個人番号の取り扱い及び廃棄等に関しての規定を遵守
するものとする。

(個人番号の利用目的)

第 15条 個人番号は次の利用目的に記載する事項のみに使用し、厳正に管理するものと
する。

(1)給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

(2)雇用保険届出事務

(3)健康保険・厚生年金保険届出事務

(出退勤 )

第 16条 パー トタイマーは、定められた始業時刻より就業できる態勢がとれる時刻まで
に出勤しなければならない。

2 パー トタイマーは、始業及び終業時にタイムカー ドを自ら打刻し、始業及び終業の時
刻を記録しなければならない。

(遅刻、早退、欠勤等)

第 17条 パー トタイマーは遅刻、早退もしくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業
場から外出する際は、事前に上長に対し申し出て承認を受けなければならない。ただし、

やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出を

し、承認を得なければならない。
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2 前項の場合、控除すべき賃金の計算は以下のとおりとする。
(基本給+管理監督者手当+物価調整手当十医療専門業務手当)-1か 月平均所定労働
時間数

3 傷病のため継続して4日 以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならな
い。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩時間)

第 18条 パー トタイマーの始業、就業の時刻および休憩時間は、原則下記のいずれかと
し、本人の事情を考慮の上採用の際に決定し、労働条件通知書兼雇用契約書により示す。

(1)9時 00分 ～ 16時 00分 (休憩時間 :12時 00分 ～ 13時 00分 )

(2)10時 00分 ～ 17時 00分 (休憩時間 :12時 00分 ～ 13時 00分 )
(3)10時 00分 ～ 16時 00分 (休憩時間 :12時 00分 ～ 13時 00分 )
2 前項の労働時間は、業務の都合または本人の都合により、両者合意のうえ変更するこ
と がある。

(休日)

第 19条 休日は、週に2日 以上とし、個人別に定め、労働条件通知書兼雇用契約書に示
す。

(振替休日)

第 20条 業務の都合上、必要と認める場合、第 20条の休日を同一月内の他の日に振り

替えることができる。

2 前項の場合、法人はパー トタイマーに対して、その振替の対象となる休日の前日、ま
たは、その振替の対象となる労働日の前日までに通知を行う。

(代休 )

第 21条 パー トタイマーが第 20条の休 日に労働した場合、法人の業務上の判断により、

代体を付与する場合がある。

2 前項の代体は、原則として当該休日の属する給与計算期間中に与える。ただし、前項
の代体は無給とする。

(時間外及び休日労働等)

第 22条 業務の都合により、第 19条の所定労働時間を超え、又は第 20条の所定休 日
に労働させることがある。

2 時間外労働または休日労働の範囲は、職員の時間外労働および休日労働に関する協定
の範囲とする。



(残業事前申告制)

第 23条 時間外労働、休日労働及び深夜労働については、前条第 1項の命令がないとき
は行ってはならない。ただし、業務上の必要性により事前に法人に届け出を行い、許可

があった場合は勤務できる。また、命令・許可がなく勤務した場合はその間の賃金及び

割増賃金は支給しない。

第5章 休暇等

(年次有給休暇)

第 24条 毎年 4月 1日 から翌年 3月 31日 までを休暇年度とし、前年度の所定労働 日

数の 8割以上出勤した者に対して、勤続期間に応じて第 3項に掲げる日数の年次有給休暇

を毎年 4月 1日 に一斉付与する。ただし、初回付与日は採用日に関わらず採用日より6か

月後とする。

2 付与の基準となる勤続期間は、初回付与日翌日以後、最初に到来する4月 1日 を勤続
1年 6か月とみなし、以降、毎年 4月 1日 に勤続年数 1年を加算する。

3 週所定労働時間 30時間未満であり、かつ、週所定労働 日数が 4日 以下 (週以外の期
間によって所定労働日数を定める職員については年間所定労働 日数が216日 以下)の
職員に対しては、下の表のとおり所定労働 日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休

暇を与える。

週所定

労働

日数

1年間の所定労

働日数

勤 続 期 間

6か

月

1年

6か

月

2年

6か

月

3年

6か

月

4年

6か

月

5年

6か

月

6年

6か月

以上

4日 169 日^‐ 216 日 7日 8日 9日 10日 12 日 13日 15日

3日 121 日～ 168 日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73日 ～ 120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48日 ～ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

4 第 4項の年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、職
員が請求した時季に年次有給休暇化のとおりを取得させることが事業の正常な運営を坊

げる場合は、他の時季に取得させることがある。

5 前項の規定にかかわらず、職員代表との書面による協定により、各職員の有する年次
有給休暇日数のうち 5日 を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させる

ことがある。

6 第 3項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り

扱 う。

(1)年次有給体暇を取得した期間

¨
０



(2)産前産後の体業期間

(3)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以

下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間

〈4)業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
7 付与日から 1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰
り越して取得することができる。ただし、初回付与分についてはその付与日が 4月 1日

ではない場合、その繰り越し可能期限は勤続 1年 6か月とみなして付与された年次有給

休暇と同様に扱うこととする。

8 第 3項の年次有給休暇が 10日 以上与えられた職員に対しては、第 4項の規定にかか

わらず、付与日から1年以内に当該職員の有する年次有給休暇のうち 5日 について、法

人が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得さ

せる。ただし、職員が第 4項または第 5項の規定による年次有給休暇を取得した場合に

おいては、当該取得した日数分を5日 から控除するものとする。

9 年次有給休暇は半日単位での取得を認める。午前体は午前 9時から午後 1時まで、午

後体は午後 2時から午後 6時までとする。

(産前産後の休業)

第 25条  6週間 (多胎妊娠の場合は 14週間)以内に出産予定の女性パー トタイマーか

ら請求があったときは、休業させる。

2 産後 8週間を経過していない女性パー トタイマーは、就業させない。
3 前項の規定にかかわらず、産後 6週間を経過した女性パートタイマーから請求があっ
た場合は、その者について医師が、支障がないと認めた業務に就かせることがある。

(母性健康管理の措置)

第 26条 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性パートタイマーから、母子保健法に基
づく保健指導又は健康診査を受けるために通院に必要な時間の請求があったときは、所

定労働期間内に通院休暇を与える。

2 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性パー トタイマーから、保健指導又は健康診
査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合は、妊娠中の

通勤緩和、休憩の特例及び諸症状に対応する措置を講ずることとする。

(育児時間及び生理休暇)

第 27条  1歳に満たない子を養育する女性パー トタイマーから請求があったときは、休

憩時間のほか 1日 について 2回、 1回について 30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性パー トタイマーから請求があったときは、必要な期

間休暇を与える。

(育児・介護休業、子の看護休暇等)
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第 28条 パートタイマ~の うち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、
介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のた

めの時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等 (以下「育児・介護

休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 育児休業、介護休業等の取扱いについては、育児介護休業規程で定める。

(慶弔休暇)

第 29条 パー トタイマーが申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。

(1)本人が結婚したとき

(婚姻届を提出した月から12か月以内に取得)

(2)妻が出産したとき

(出産日から1週間以内に取得)

(3)配偶者、子又は父母が死亡したとき

(死亡日から 1週間以内に取得 )

(4)兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき

(死亡日から 1週間以内に取得 )

2 慶弔休暇は連続して与え、所定休日数を含まず実労働日の日数とする。

5日

3日

5日

2日

(裁判員等のための休暇)

第 30条 パートタイマーが裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者と
なった場合には、次のとおり休暇を与える。

(1)裁判員又は補充裁判員となった場合            必要な日数

(2)裁判員候補者となった場合                必要な時間

第 6章 賃金等

(賃金の形態)

第 31条 賃金は時間給とし、勤務した時間数に応じて支払いを行う。

(時間給の決定基準)

第 32条 時間給は、次に掲げる事項を総合的に勘案して個人別に決定する。
1仕事の内容

2仕事の能力

3仕事の成績

4勤務時間帯、勤務時間数

5勤続年数

(支払い方法)



第 33条 賃金は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、職員が同意した場合は、職員本人の指定する金融機関の預貯金口座又
は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。

(計算期間・支払日)

第34条 賃金は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。
賃金の締め切り日、支払い日は以下のとおりとする。

(1)基本給並びに、各種手当を加えた賃金は、毎月末日に締め切り、翌月 25日 に支払

り。

2 前項の支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。

(昇給)

第35条 契約期間中の昇給は、原則行わない。

(通勤手当)

第 36条 通勤手当は、月額 30,000円 までの範囲内において、通勤に要する最も経済的で
合理的と認められる通常の経路及び方法による乗車券購入費の実費分を支給する。

(賞与)

第37条 賞与は原則として支給しない。

第 7章 退職、解雇

(退職)

第 38条 前条に定めるもののほか、パー トタイマーが次のいずれかに該当するときは、
退職とする。

(1)退職を願い出て法人がこれを承認 し、所定の手続きを完了したとき

(2)期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき

(3)死亡したとき

(4)パー トタイマーが行方不明になりその期間が継続 30日 に達したとき

2 パー トタイマーが退職 し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務
の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載 した証明書を遅滞なく交付する。

(自 己都合退職の手続き)

第 39条 パー トタイマーは自己の都合により退職しようとする場合は、原則として 30

日前までに 退職願を提出し、承認を受けなければならない。
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第 40条 パー トタイマーが次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
(1)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、パー トタイマーとしての職責

を果たし得ないとき。

(2)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転

換できない等就業に適さないとき。

(3)業務上の負傷又は疾病による療養の開始後 3年を経過しても当該負傷又は疾病

が治らない場合であって、パー トタイマーが傷病補償年金を受けているとき又

は受けることとなったとき (法人が打ち切 り補償を支払ったときを含む。)。

(4)精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

(5)試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、パー トタイマーとし

て不適格であると認められたとき。

(6)第 51条第 2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

(7)事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業
の縮小又は部門の閉鎖等を行 う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なと

き。

(8)そ の他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2 前項の規定によリパー トタイマーを解雇する場合は、少なくとも30日 前に予告をす
る。予告しないときは、平均賃金の 30日 分以上の手当を解雇予告手当として支払う。

ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払つた日数だけ短縮することができ

る。

3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けてパー トタイマーを第 51条第 2項に
定める懲戒解雇する場合又は次の各号のいずれかに該当するパー トタイマーを解雇する

場合は適用しない。

(1)日 々雇い入れられるパー トタイマー (ただし、 1か月を超えて引き続き使用され

るに至った者を除く。)

(2)2か月以内の期間を定めて使用するパー トタイマー 〈ただし、その期間を超えて

引き続き使用されるに至った者を除く。)

(3)試用期間中のパー トタイマー (ただし、 14日 を超えて引き続き使用されるに至

った者を除く。)

4 第 1項の規定によるパー トタイマーの解雇に際してパー トタイマーから請求のあった
場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

第 8章 安全衛生及び災害補償

(遵守事項)

第 41条 法人は、パー トタイマーの安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成
のために必要な措置を講ずる。

2 パー トタイマーは、安全衛生に関する法令及び法人の指示を守り、法人と協力して労
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働災害の防止に努めなければならない。

(非常時の措置)

第42条 パー トタイマーは、火災その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を
発見したときは直ちに最寄の者に知らせ関係責任者に報告し、臨機の措置をとらなけれ

ばならない。

2 パー トタイマーは、火災その他非常災害が発生したときは、互いに協力してその被害
を最小限にとどめるよう努力し、顧客等を安全な場所へ避難誘導すること等、適切な措

置を講じなければならない。

(健康診断)

第43条 1年以上の雇用継続が見込まれ、所定労働時間が正職員の 4分 3以上のパー トタ
イマーに対しては、採用の際及び毎年 1回 (深夜労働に従事する者は 6か月ごとに 1

回)、 定期に健康診断を行 う。

2 長時間の労働により疲労の蓄積が認められるパー トタイマーに対し、その者の申出に
より医師による面接指導を行う。

3 第 1項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業
禁上、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

(健康管理上の個人情報の取扱い)

第44条 法人への提出書類及び身上その他の個人情報 (家族状況も含む)並びに健康診
断書その他の健康情報は、パー トタイマーの健康管理のために利用するとともに、必要

な場合には産業医等に診断、意見聴取のために提供するものとする。

(安全衛生教育)

第45条 パートタイマーに対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した
場合、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。

2 パー トタイマーは、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。

(就業禁止)

第46条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、疾病のため他人に害を及
ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は就業禁止とする。

(災害補償)

第47条 パー トタイマーが業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死
亡した場合は、労基法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

第 9章 教育訓練
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(教育訓練)

第 48条 法人は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、パー トタイ
マーに対し、必要な教育訓練を行う。

2 パー トタイマーは、法人から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事
由がない限り教育訓練を受けなければならない。

第 10章 制裁

(正規雇用への転換)

第 49条 勤続 3か月以上、もしくは有期実習型訓練を修了した無期および有期パー トタ
イムパー トタイマーのうち、本人が希望する場合は正職員に転換させることがある。

2 転換時期は、原則毎月 1日 とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りでない。
3 転換を行うには、上長の推薦があり、役員またはそれに準ずる者の面接試験に合格す
る必要がある。

4 正職員として採用された場合において、年次有給休暇の付与日数の算定については、
パ~ト タイマーとしての勤続年数を通算するものとする。

(無期雇用への転換)

第 50条 勤続 3か月以上の有期パー トタイマーのうち、本人が希望する場合は無期パー

トタイマーに転換させることがある。

2 転換時期は、原則毎月 1日 とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りでない。
3 転換を行 うには、上長の推薦があり、役員またはそれに準ずる者の面接試験に合格す
る必要がある。

第 11章 制裁

(懲戒の種類 )

第 51条 法人は、パー トタイマーが次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、
次の区分により懲戒を行 う。

(1)け ん責   始末書を提出させて将来を戒める。
(2)減給    始末書を提出させて減給する。ただし、減給は 1回の額が平均賃金

の 1日 分の 5割を超えることはなく、また、総額が 1賃金支払期に

おける賃金総額の 1割を超えることはない。

(3)出勤停上  始末書を提出させるほか、 7日 間を限度として出勤を停止し、その

間の賃金は支給しない。

(4)懲戒解雇  予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所
轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当 (平均
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賃金の 30日 分)を支給しない。

(懲戒の事由)

第 52条 パー トタイマーが次のいずれかに該当するときは、情状に応 じ、けん責、減給
又は出勤停止とする。

(1)正 当な理由なく無断欠勤が 3日 以上に及ぶとき。

(2)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。

(3)過失により法人に損害を与えたとき。

(4)素行不良で法人内の秩序及び風紀を乱したとき。

(5)性的な言動により、他のパー トタイマーに不快な思いをさせ又は職場の環境を悪

くしたとき。

(6)性的な関心を示し、又は性的な行為をしかけることにより、他のパー トタイマー

の業務に支障を与えたとき。

(7)第 11条、第 13条に違反したとき。

(8)その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 パー トタイマーが次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の

服務態度その他情状によっては、第 41条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出

勤停止とすることがある。

(1)重要な経歴を詐称して雇用されたとき。

(2)正 当な理由なく無断欠勤が 14日 以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。

(3)正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰 り返し、数回にわたって

注意を受けても改めなかったとき。

(4)正 当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。

(5)故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。

(6)法人内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事

実が明らかとなったとき (当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。

(7)素行不良で著しく法人内の秩序又は風紀を乱したとき。

(8)数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見

込みがないとき。

(9)職責を利用して交際を強要し、又は性的な関係を強要したとき。

(10)許可なく職務以外の目的で法人の施設、物品等を使用したとき。
(11)職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若
しくは求め若しくは供応を受けたとき。

(12)私生活上の非違行為や法人に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、法
人の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。

(13)正当な理由なく法人の業務上重要な秘密を外部に漏洩して法人に損害を与え、
又は業務の正常な運営を阻害したとき。

(14)その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
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附 則

(施行期 日)

第 1条 この規則は、令和 6年 4月 1日 から施行する。
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懲罰委員会規程

第 1条 (目的)

この規程は、職員の懲戒処分を実施する際に公正な取扱いを行うために設置する懲罰委員会(以下「委員会」と

いう)の設置に関する事項を定めたものである。

第 2条 〈委員会の構成)

1.委員会の構成は、次のとおりとする。

①委員長  1人
②副委員長 1人

③委員   1人以上 5人以内
2.原則として委員長は理事長が、副委員長は管理部長がこれを務めるものとし、委員については管理監督者の

中からその都度理事長が任命する。また、事案の事柄から必要があると認められる場合には、委員に外部有識者

を加えることができるものとする。

第 3条 (職務 )

1.委員長は、会務を総理し、また委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

2.委員は、従業員の服務規律と秩序維持および従業員の懲戒処分に関する事項について、必要な事情調査およ

び審議を行うものとする。

3.委員会の各委員は、本制度の重要性を自党して、制裁にかかわる規定の運用については、公正、適正であり

慎重でなければならない。

第 4条 (招集)

委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

第5条 (審議事項)

委員会は、以下の事項について審議する。

①懲戒被疑行為の事実関係の調査および確認

②懲戒処分を課することの適否の判定

③懲戒処分を課する場合における懲戒処分の種類の判定

④その他、委員会が必要と認めた事項

第 6条 (意見聴取等)

委員長は、必要に応じて関係職員その他の第二者の出席を求め、事実関係の説明を聞き、または、事情聴取を

行 うことができる。

第 7条 (当事者の弁明)

懲戒処分対象者は、委員会に対し、自己の被疑行為について弁明することができる。

付  則

この規程は、令和 5年 8月 7日 から施行する。



在 宅 勤 務 規 程

特定非営利活動法人 ジャパンハート



(目 的)

第 1条 この規程は、職員の多様なライフスタイルヘの対応、ワークライフバランスの実現及び、時

間の有効利用による生産性向上に資することを目的として、在宅で業務を遂行する者の労働

条件その他の就業に関する事項を定める。

(定義)

第 2条 この規程において「在宅勤務」とは、労働時間の全部または一部につき、自宅において業務
を遂行する勤務形態をいう。

ここで言う「自宅」とは、職員が住居として法人に申請している場所及び、第 4条で定め
る申請時に記載した家族の住居を指す。

法人からの指示により、自宅での業務を行う日、または期間においては、在宅勤務として取

り扱わず、雇用契約書に記載のある就業場所で勤務を行ったものとみなす。

(適用対象者)

第 3条 在宅勤務対象者は、以下の要件を満たし、申請により法人が認めた者とする。
(1)試用期間が終了した者
(2)業務に習熟しかつ、時間管理能力がある者
(3)誠実かつ、品位をもって就業できる者
(4)前各号のほか、法人が特に在宅勤務を認めた者

〈申請手励

第4条 在宅勤務を希望する者は、所定の「在宅勤務申請書」を所属長に提出し、その承認を得るも
のとする。

(在宅勤務可能日数)

第 5条 在宅勤務は、原則週に 2日 を限度とし、当該週の前週までに所定の勤務表に在宅勤務を実施
する日を記載する。

2 法人は、業務上その他の事由によって、職員が在宅勤務として指定した日に出勤を命じるこ
とがあり、職員はやむを得ない事情がある場合を除き、その命令に従わなければならない。

3 業務上その他の事由によって、一旦設定した在宅勤務を取り消すことができる 。その場合
は必ず、所定の勤務表に記載した在宅勤務日についての変更を行う。

4 職員は、やむを得ない事情がある場合は、上長に承認を得た後、1項の日数を超えて在宅勤
務をすることができる。

(緊急時等の在宅勤務実施)

第6条 第 3条、第4条及び、第 5条の規定にかかわらず、台風、地震等の自然災害および感染症の
蔓延等の社会情勢を鑑み、法人が職員に在宅勤務の実施及び、在宅勤務の申請方法の変更を

指示する場合がある。

2 前項の場合には、理事長が決定を行い、遅滞なく職員に指示を伝える。

(報告)

第 7条 在宅勤務者は勤務の開始、中断、および終了について次のいずれかの方法により報告しなけ
ればならない。

(1)電話
(2)電子メールを含むグループウェア
(3)法人内コミュニケーションツール (チャットツール)
(4)その他所定の報告書
2 業務の進捗状況については、定例ミーティングのほか、所属長から報告を求められた際に報

，
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告すること。

(連絡体制)

第 8条 在宅勤務者の連絡体制については、次のとおりとする。
(1)在宅勤務を行う時間帯について、固定電話、携帯電話、スマー トフォン、PC等の機器
により常に法人と連絡がとれるようにすること。

(2)事故・ トラブル発生時には、所属長へ速やかに連絡をすること。
(3)情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は、法人へ連絡をとり、指示を受け
ること。

(機器等の貸与・費用の負担)

第9条 法人は、通常職員に貸与しているPCについて、在宅勤務実施日においても貸与を行う。
2 在宅勤務に伴って発生する光熱費、通信費等の費用は、本人の負担とする。

(業務上必要な情報の扱い)

第 10条 業務上必要な情報については、情報通信機器を使用の上、法人が定めた方法により取り扱
うものとする。

2 個人情報等の機密情報が格納された情報通信機器や、文書の持ち出しは法人が認めた場合
に限る。

(許可の取消)

第 11条 次の各号の一に該当する場合は、法人は在宅勤務制度適用の許可を取り消すものとする。
(1)第 5条 1項に定めのある勤務表への記載を怠り、注意及び指導をしても改善されないと
き

(2)業務の報告義務を怠り、注意及び指導をしても改善されないとき
(3)在宅中に故意に負傷を招く行為、災害を起こしたとき
(4)許可を得ずに時間外労働を行い、割増賃金の請求を行なったとき
(5)在宅勤務を行うことによる充分な成果が得られないと法人が判断したとき

(その他)

第 12条 本規程に定めのない事項については、就業規則の定めるところによる。

続行)

第 13条 この規程は平成 26年 7月 17日 より施行する。

平成 28年 7月 1日
令和 2年 4月 1日

令和 5年 4月 1日

一部改定して施行

一部改定して施行

一部改定して施行

Ｑ
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特定非営利活動法人ジャパンハート

旅 費 規 程

(目的)

第 1条 本規程は、特定非営利活動法人ジャバンハート (以下「当団体」という。)の用務により
外勤または出張する職員に対して支給する旅費等について必要な事項を定める。

(職員の範囲)

第 2条 本規程における職員とは、就業規則第 2条に定める職員 (正職員、契約職員及びパートタ
イマー)を いう。ただし、第 5条第 4項に定める日当の支給については、パートタイマーを除く。

(旅費等の支給の範囲)

第 3条 職員が、当団体の用務により外勤または出張した場合には、旅費等を支給する。

(外勤・出張に係る申請)

第 4条 出張に際しては、事前に所属長の承認を得るものとする。
2 外勤 (短距離日帰り業務)については、事前申請は不要とするが、上長に行き先及び予定を報
告するものとする。

(旅費等の計算)

第 5条 旅費等の支給額は、以下の区分に従う。
1 鉄道利用の場合は、旅客運賃 (指定席を合む)に よる。なお、グリーン車利用は原則禁止と
し、特別な事情がある場合に限り、事前に所属長の承認を得るものとする。

2 航空機利用の場合は、航空運賃による。
3 宿泊費は、1泊あたり10,000円 (税込)以内とする。ただし、やむを得ない事情によりこれを
超える場合は、事前に所属長の承認を得るものとする。

4 出張中に生じる通常の食事代、雑費等の補填を目的として、職員に対し日当を支給する。日当
の額は、日帰り・宿泊を問わず 1日 あたり2,000円 とし、交通費及び宿泊費とは別に支給するもの

とする。なお、日当は実費弁償的性格を有するものであり、所得税法上課税されないものとする。

パートタイマーには日当を支給しない。

(交通経路)

第 6条 交通機関の利用にあたっては、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に
よるものとする。特別な事情により通常の経路または方法によることが困難な場合は、事前に所属

長の承認を得なければならない。



(旅費等の請求及び支払方法)

第 7条 旅費等の請求は、当団体で定める手続きに従い、旅費請求書及び必要に応じて領収書を提
出して行うものとする。支払いは、現金手渡しまたは金融機関口座への振込により行う。

(キ ヤンセル費用の取扱い)

第 8条 旅費等の手配後に職員都合でキャンセルが発生した場合、その取消料は原則として職員の

自己負担とする。ただし、業務上の都合によるもの又はこれに準ずるものとして法人が認めた場合

は、この限りでない。

(出張の定義)

第 9条 本規程において「出張」とは、通常の勤務場所を離れ、次のいずれかに該当する場合をい

,

(1)宿泊を伴う移動を行う場合

(2)片道直線距離で概ね 100km以上の移動を行う場合

(3)新幹線又は航空機の利用が常識的に必要と認められる場合

(4)片道概ね 2時間以上を要する移動を行う場合

(5)そ の他、所属長が特別に出張と認めた場合

2 ただし、次の各号に該当する場合は出張とはみなさない。
(1)連続して 31日 以上の同一地滞在を伴 う場合

(2)当 団体の常設拠点または事務所への移動及び業務

(3)災害支援活動において当団体が拠点として認めた地での業務

(4)SmilcSmilcPROJECTに おけるお出かけ付き添い業務

(5)そ の他、所属長が外勤と判断した場合

(委任)

第10条 本規程に定めのない事項については、理事会の議決により定める。

附則

この規程は、平成 23年 4月 1日 から施行する。

この規程は、令和 7年 6月 1日 から一部改訂のうえ施行する。



副業規定

第 1条 (目 的)

本規定は、職員が本業に支障を及ぼきない範囲で副業を行うことを認めるにあたり、その適

正な運用を定めることを目的とする。

第 2条 (副業の定義〉

本規定において「副業」とは、弊団体における雇用契約とは別に、他の企業・団体等で報酬

を得る業務を行うこと、または個人事業主として業務を行うことを指す。

第 3条 (副業の許可基準)

1.副業を希望する者は、第 4条の手順に従って事前に「副業申請書」を法人に提出し、

承認を得なければならない。

2.法人は、以下の条件を満たす場合に限り副業を許可する。

o 試用期間を終えていること
o 本業の業務遂行に支障をきたさないこと
o :法人の信用やイメージを損なわないこと

。 競業避止義務 (法人と同業または競合する業務を行うこと)に反しないこと
。 労働時間の管理が適正に行えること

第 4条 (副業の申請と承認)

1.従業員が副業を希望する場合、事前に「副業申請書」を直属の上長へ提出し、承認

を受けなければならない。

2.申請書は、上長および管理本部長の承認をもって正式に許可される。

3.申請内容に変更が生じた場合は、速やかに上長へ報告し、再申請を行うものとする。

4.副業が本業に影響を与えていると判断された場合、会社は許可を取り消すことがで

きる。

第 5条 (労働時間の管理)

1.副業を行う場合、職員は自己の健康管理に十分配慮し、本業の業務遂行に支障をき

たさないようにするものとする。

2.法人は、原則として、副業先との労働時間の合算管理を行わない。ただし、職員が

過重労働状態にあると判断される場合、就業継続の可否について指導・制限を行う

ことができる。

3.労働基準法に基づき、時間外労働の管理が必要な場合は、職員自身が副業先の労働

時間を適切に申告することとする。



第 6条 (禁止事項)

職員は、以下の副業を行ってはならない。

1.法人の競合となる業務 〈競業避止義務連反)。

2.法人の機密情報を利用する業務。

3.法令や公序良俗に反する業務。

4.法人の名誉や信用を毀損するおそれのある業務。

5.本業の業務遂行に支障を及ぼす業務。

第 7条 (守秘義務)

1.職員は、副業を行うにあたり、法人の業務上の機密情報を利用または漏洩してはな

らない。

2.退職後であっても、在職中に知り得た法人の機密情報について、無断で使用または

開示してはならない。

第 8条 (懲戒処分)

職員が以下のいずれかに該当する場合、法人は懲戒処分 (減給、出勤停止、懲戒解雇等)を

行うことができる。

1.無断で副業を行った場合。

2.本業に支障を及ぼすほどの過剰な労働を行った場合。

3.競業避止義務に違反した場合。

4.法人の信用を毀損する副業を行った場合。

5.そ の他、本規定に違反する行為を行った場合。

第 9条 (適用開始日)

本規定は、2025年 4月 1日 より施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]
※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

法人名 特定非営利活動法人 ジャパンハー ト 事 業 年 度 令和 6年
令和 7年

4月

3月

1日 ～

31 日

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

該当なし

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費

受取寄付金

受取助成金等

15,545,000円

1,832,719,026 FI]

6,490,000円

12,981,525円医療事業収益

普及・啓発事業収益 10,944,696円

物品の販売事業収益

受取利息

為替差益

雑収入

146,930円

40,174,291円

85,876,703円

279,351円

円

円

円

円

円

ノヽ
計 2,005,157,5221]

(3)その他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

871,000,000円 寄附金

100,000,000円 寄附金

100,000,000円 寄附金

 

 

   
   
  

   

47,054,310円 寄附金

 
30,450,000円 寄附金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

788,700,000円
モバイル医療機器セット、

遠隔医療システム

   
   

    
  

587,100,750円
アジア小児医療センター

建築費用

  

 

   
   

 
  
  

  
  
 

88,402,355円
アジア小児医療センター

空調・水道工事

 

 

 

    
  

   
  

41,962,620円
アジア小児医療センター

電気工事

16,632,000円 基本広告制作費一式

取引先の氏名等
法人との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸付 資産の内容

貸  付
年 月 日

対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
役務の提供の内容

役務 の提

供年月 日
対 価 の 額 そ の他 の 取 引 条 件 等

税務顧間

R06/4′ 1

R07/3/31

264,000円
(22,000円 /月 )

※契約書による

決算申告 R06/6/5 330,000円 ※契約書による

円

円

円

円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領午月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

10,000円

10,000円

10,000円

1,000,000円

100,000円

R06.04.30

R06.05.31

R06.06.30

R06.07.19

R06.07.31

10,000円

100,000円

10,000円

100,000円

10,000円

R06.07.31

R06.08.31

R06.08.31

R06.09.30

R06.09.30

100,000円

10,000円

100,000円

10,000円

100,000円

R06.10.31

R06.10.31

R06.11.30

R06.11.30

R06.12.31

10,000円

100,000円

10,000円

100,000円

10,000円

R06.12.31

R07.01.31

R07.01.31

R07.02.28

R07.02.28

100,000円

10,000円

500,000円

850,000円

円

R07.03.31

R07.03.31

R06.10.31

R06.12.31

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 〈注
1)(以
下 「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について

記載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。 )

氏 名 職  名
法人 との関係

(注 2)

報酬・給与

の

区

分

支 給 期 間 等 支 給 金 額

給 与 R6.4.1-R7.3.31 13,020,000 FI]

給与 R6.4.1‐ R7.3.31 10,080,000円

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額
集 計 期 間 令和 6年 4月  1日 令和 7`千  3月  31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

216人 315,798,365円



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

6 海 外 へ の 送 金 等 に関 す る事 項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施 日]

実  施  日 途使 金   額

R06.04.05

R06.05.24

R06.05.27

R06.06.10

R06.07.05

R06.07.10

R06.07.24

R06.07.24

R06.08.05

R06.08.14

R06.08.20

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 カンボジア活動経費

資金移動  ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 カンボジア活動経費

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ラオス活動経費

3,027,600円

1,513,006円

4,707,0001=]

1,513,006円

322,140,000円

3,223,600円

2,362,200円

1,574,800円

76,220,000円

1,423,766円

416,460円



1,442,800円

1,389,816円

5,792,000円

1,489,800円

1,489,800円

8,563,800円

1,462,566円

1,503,403円

1,499,800円

1,514,884円

316,360,000円

1,222,185円

7,118,100円

13,898,700円

1,528,604円

1,528,604円

円

円

円

R,06.08.26

R06.09.17

R06.09.27

R06.10.11

R06.10.11

R06.10.28

R06.10.28

R06.11.28

R06.12.04

R06.12.24

R07.01.06

R07.01.27

R07.01.28

R07.02.10

R07.02.10

R07.03.11

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 カンボジア活動経費

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ミャンマー活動経費 (金銭の持ち出し)

資金移動 ラオス活動経費

資金移動 ラオス活動経費



法人名 特定非営利活動法人ジャパンハート チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親喉等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

(②÷③ (C■①

区 分
① ② ③ ④ ⑤

④
令和 6年 4月 1日～令和 7年 3

月 31日 5人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表 1「役員の状況」から転配してください。

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

泥し
ヽ

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(,誌中0
・ 認定基準等チエック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書撮Dの提出時においても記載及び添
付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第
"条
第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

′

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

O饉当する項目止0で田み、監薗田明書又は駆_3表付表2「帽障錮腱の状況」を添付してくださしヽ

項
［
曰 ◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申訂郭寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

′まい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
口
Ｈ ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申言早寺

費途が明らかでない文出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有(3 有・無 有・無 有・無 有 盤

（
有 征
朴
有・無

第3表 (りOD

∝意事Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出魯頃)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員ゆ第○条に『各工会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

)\D+4ffi 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」の「はい

に「○」堕 場合には監査証明書を添

付してくださしヽ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及
び限簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「は,可 に「o」

した2全二は、第3表付表2唯構組
織の状況」を記載し添付してくださ

n__
二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「①」については、イに記載する各期

間 (「①」から「①」)を示したものです。

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 特定非営利活動法人ジャパンハー ト ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 5人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏   名 住  所 職 名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ (D ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

神白 麻衣子

大橋 秀夫

吉岡 春菜

理事

監事

理事

○

○

○

H23.5.1就任

H246.12就任

H29.6.18就任

西井 敏恭

榊 淳

理事

理事

○

○

R3.5.26就任

R4.6■ 9就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 l項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事
項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営禾l婿動法人 ジャパンハート

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 ルーズリーフ

会計ソフト (マネーフォワー

ドクラウド会計)使用

毎 日 10年

現金出納帳

※海外拠点のみ

PC保管
表計算ソフト (LΦD使用

毎 日 10年

預金出納帳

※海外拠点のみ

PC保管
表計算ソフト (Ex∝D使用

1週間ごと 10年

補助元帳 PC保管
会計ソフト (マネーフォワー

ドクラウド会計)使用

毎 日 10年

仕訳日記帳 ルーズリーフ

会計ソフト (マネーフォワー

ドクラウド会計)使用

毎日 10年

賃金台帳 ルーズリーフ

表計算ソフト (Exl∝1)使用

月 1回 10年

書籍管理表 ルーズリーフ

表計算ソフト (Ex∝1)使用

都度 10年

固定資産自帳 ノレーズリーフ

表計算ソフト OkloeD使用
都度 10年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(言馘 要im
.「伝票又は帽簿名」欄は、例えば「入金伝莉 、「出金伝票」、「振替伝莉 、l‐現金出紺 ■|、「総勘定元帳」などのように記載します。
. 「左の帳簿等の形態」相は、「単票」、「′レーズリーフ」、「装T幅簿」などのように記載します。
. 「記帳の時期」相は、f薇時」、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。
.認 定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

"条
第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人ジャパンハート チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと
口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法
人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上
であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

ロ

項 目 ④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申誦申寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 4日:

項 目 ① ⑤ ◎ ① ◎ ① 申前甲寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若 しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

∝意¬Q
・  r認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第 1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時においても記載
及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 %条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書,Dに記載した事項につい
て、添付を省略することができます。

′



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項 )

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人ジャパンハー ト チェック相

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

イ

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその

寄附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

ホ

○

/



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 能脚|,,働1,しk〕′ャツシ‐ト

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意事Q
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8詢
は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ③ ◎ ①

有 征
小
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 任

か

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に連反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7:記|は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 征
小
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 佃

ヽ①



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人ジャパンハート チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
し嗜
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等い )若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等∈2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経i旦しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に連反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認
重■_」菫」型言塁
=丞
`墾

:塁定
`2直

塾」塑固
`2E逝
12壺:謹瞳i墜旦:=」II自□」隆置:墨豊:企L重:生

=量
」:圭重豊童重壁墨」L」:髭型≧生上_並び

I と ι

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を調S畳しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれがこ該当する者の有無

認定特定非営和括動法人が認定を取り消された場合又は特夕用定特定非営利活動法人が特例縣定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例1朧定特定非営禾I括動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特定非営和脂動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰側 に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無
′ ヽ
有・(無リ

，

¨ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い
。 いヽ

irL' . ( い`定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

・
４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・

添付

書類

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4に係る所塵:塵:奎:置1量笠主L奎:旦:生菫壁上整塵璽ヨ董:

「その4」 並びに関係都道府県知事及び市区町村長から けた滞納処幽こ係る続恒朗書を垂生土ること

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬槻程等張牡:ヨFには滸V:寸Zく要

国税に係る重加算税又1灘也方税に係る重力lt筆
`金

を課された日から3年を経過しない法人 llr, ' . !(

6 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 はい。し6ヽえ
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 rfl\ ' r6a,

′




